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　市では、健全な財政運営を進めるため、平成 28年度から
５カ年の「留萌市中期財政計画」に取り組んでいきます。

留萌市中期財政計画が
始まります

中
期
財
政
計
画
を
策
定

　

平
成
21
年
度
か
ら
市
民
・
市
議
会
・
市

が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ん
だ
「
新
・
留

萌
市
財
政
健
全
化
計
画
」
は
、
財
政
健
全

化
の
着
実
な
取
り
組
み
や
良
好
な
財
政
状

況
な
ど
に
よ
り
、
健
全
化
判
断
比
率
の
改

善
や
財
政
調
整
基
金
な
ど
へ
の
積
み
立
て

が
で
き
た
こ
と
か
ら
、
計
画
ど
お
り
27
年

度
を
も
っ
て
終
了
で
き
る
見
込
み
と
な
り

ま
し
た
。

　

こ
れ
に
伴
っ
て
市
で
は
、
健
全
で
持
続

可
能
な
財
政
運
営
を
進
め
る
た
め
の
新
た

な
指
針
と
な
る「
留
萌
市
中
期
財
政
計
画
」

を
策
定
し
ま
し
た
。
こ
の
計
画
の
対
象
範

囲
は
一
般
会
計
で
す
が
、
特
別
会
計
や
一

部
事
務
組
合
な
ど
の
負
債
額
の
一
部
も
含

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

留
萌
市
中
期
財
政
計
画
で
は
、
規
律
あ

る
財
政
運
営
を
進
め
る
た
め
、「
連
結
実

質
赤
字
比
率
」「
実
質
公
債
費
比
率
」「
将

来
負
担
比
率
」「
市
債
発
行
額
（
事
業
債
）

の
基
準
」「
財
政
調
整
基
金
残
高
」
の
５

つ
の
財
政
規
律
（
基
準
）
を
設
定
し
て
い

ま
す
。（
図
１
）
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す
る
約
８
億
５
千
万
円
の
ほ
か
、
26
年
度

単
年
度
収
支
の
赤
字
を
考
慮
し
た
５
千
万

円
を
上
積
み
し
、
国
民
健
康
保
険
事
業
特

別
会
計
は
28
年
度
の
み
７
千
万
円
の
繰
り

出
し
を
反
映
し
、
一
般
行
政
経
費
で
は
温

水
プ
ー
ル
「
ぷ
る
も
」
の
夏
季
の
学
校
授

業
を
中
心
と
し
た
運
営
経
費
な
ど
を
見
込

ん
で
試
算
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
29
年
度
か
ら
31
年
度
ま
で
に
合
わ

せ
て
１
億
８
千
万
円
の
収
支
不
足
が
見
込

ま
れ
ま
す
。
こ
の
収
支
不
足
分
を
解
消
す

る
た
め
、
職
員
一
人
ひ
と
り
が
前
例
に
と

ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
各
実
施
事
業
の
分

析
・
検
証
を
行
う
ほ
か
、
市
税
な
ど
の
収

納
強
化
に
よ
り
、
自
主
財
源
の
確
保
に
努

め
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
財
政
調
整
基
金
は
、
財
政
規
律

に
あ
る
標
準
財
政
規
模
の
20
％
を
上
回
る

残
高
を
確
保
し
て
お
り
、
今
後
も
財
政
規

律
を
守
り
つ
つ
基
金
の
活
用
も
視
野
に
入

れ
な
が
ら
、
財
政
運
営
に
取
り
組
ん
で
い

き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

◇

　

留
萌
市
中
期
財
政
計
画
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.e-rum

oi.jp/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

市・財務課　　４２‐１８１３問

　

こ
の
規
律
を
守
る
こ
と
で
、
過
去
に
経

験
し
た
財
政
の
危
機
的
状
況
に
後
戻
り
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
財
政
の
現
状
を
正

確
に
認
識
し
、
現
状
分
析
に
基
づ
い
た
健

全
で
持
続
可
能
な
財
政
運
営
に
取
り
組
ん

で
い
き
ま
す
。

　

財
政
見
通
し
の
推
計
に
つ
い
て
は
、
平

成
27
年
度
一
般
会
計
決
算
見
込
み
を
ベ
ー

ス
と
し
て
、
次
の
推
計
条
件
を
実
施
し
た

場
合
の
計
画
期
間
の
歳
入
と
歳
出
を
算
出

し
て
い
ま
す
。（
図
２
）

　

歳
入
と
歳
出
の
主
な
推
計
条
件
と
し

て
、
歳
入
で
は
市
民
税
や
固
定
資
産
税
、

軽
自
動
車
税
な
ど
の
市
税
で
全
体
的
に
減

額
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。
地
方
交
付
税
は

人
口
減
少
な
ど
に
伴
う
減
額
を
見
込
み
、

ま
た
、
市
債
は
実
質
公
債
費
比
率
へ
の
影

響
を
考
慮
し
、
事
業
債
発
行
額
基
準
10
億

円
、過
疎
対
策
事
業
債
（
ソ
フ
ト
事
業
分
）

１
億
円
を
そ
れ
ぞ
れ
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　

一
方
の
歳
出
で
は
義
務
的
経
費
の
う

ち
、
職
員
給
与
費
は
財
政
健
全
化
計
画
前

に
戻
し
、
定
員
適
正
化
計
画
に
基
づ
く
職

員
数
を
反
映
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
裁
量

的
経
費
の
う
ち
、
繰
出
金
な
ど
は
病
院
事

業
会
計
へ
の
基
準
内
繰
り
出
し
を
中
心
と

今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

■図２　財政見通し　

（単位：百万円）
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平成 27 年度
決算見込み

  総額    一般財源

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

  総額    一般財源   総額    一般財源   総額    一般財源   総額    一般財源   総額    一般財源

 ・財政見通しについては、毎年度５カ年分を作成するとともに、決算に基づいた公表を行うなど進行管理を
　実施します。
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　連結実質赤字比率とは、全ての会計を対象とした実質赤字額と資金の不足額の財政規模に対する比率
です。平成 22年度決算以降、連結実質赤字は発生していませんが、今後も全ての会計を通算して黒字
を維持するよう努めます。

■図１　財政規律（基準）

①連結実質赤字比率

　実質公債費比率とは、一般会計で負担する地方
債などの返済金の財政規模に対する比率です。
　平成 32 年度の比率を 16％以下になるよう目指
し、将来的には全道市平均を目標とします。

②実質公債費比率
　将来負担比率とは、一般会計などで将来負担す
る実質的な負債の財政規模に対する比率です。
　負債総額の減少を目指し、現状以下の数値を目
標とします。

③将来負担比率

　後年度の公債費負担の抑制を図るため、市債の
発行額（一般会計分）の基準として投資事業につ
いては、単年ごとの市債発行額の目安を 10 億円
とし、５カ年の市債発行額が総額 50 億円以内に
なるよう努めます。
※過疎対策事業債（ソフト事業分）は含みません。

④市債発行額（事業債）の基準
　国の制度改正などで収支が大幅に悪化し、連結
実質赤字が市町村の早期健全化団体水準（標準財
政規模比 16.25 ～ 20％）になった場合でも、市
民に多大な負担を強いることがないように標準財
政規模の 20％以上の残高を確保できるよう努め
ます。

⑤財政調整基金残高
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平成 26 年度の実績
 ・留　萌　市　　17.8%
 ・全道市平均　　12.6%

平成 26 年度の実績
 ・留　萌　市　　109.2%
 ・全道市平均　　106.4%


